
議案第１号 

   岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規

則案の修正に係る専決処理に関し承認を求めることについて 

 

  令和４年10月６日提出  岩手県人事委員会 事務局長  菊池 正勝 

 

１ 趣旨 

  岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則

の修正について、岩手県人事委員会事務局代決専決規程第５条の２第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項の規定により報告し、

承認を求めるものである。  

 

２ 修正案の内容 

（１）目録の作成及び公表の規定を削除すること。（第３条関係） 

（２）電磁的記録の種別欄の１の記載中「事務局」を「公文書センター」に修正

すること（第４条関係） 
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専 決 処 理 書 

 

 岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規

則の修正について、岩手県人事委員会事務局代決専決規程第５条の２第１項

の規定に基づき、専決処理する。  

 

令和４年９月 29 日 

岩手県人事委員会事務局長 菊池 正勝 
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岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則をここに公布する。 

 令和４年 月 日 

岩手県人事委員会 

                                  委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公文書の管理に関する条例（令和４年岩手県条例第20号。以下「条例」という。）第30条第１項の規定によ

り、岩手県人事委員会（以下「委員会」という。）が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（歴史公文書の保存、利用、廃棄等） 

第２条 委員会における歴史公文書の保存、利用、廃棄等については、この規則に定めるもののほか、知事が保有する歴史公文書

の保存、利用、廃棄等に関する規則（令和４年岩手県規則第 号）の規定の例による。 

 （電磁的記録の利用の方法） 

第３条 条例第23条第１項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める方法とする。 

電磁的記録の種別 利用の方法 

１ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの（以下「磁気

テープ等」という。）に記録されている電磁的記録で、公文書センター（岩手県知

事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）第76条に規定する公文書センタ

ーをいう。）内に設置されている電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、若しく

は視聴し、又は複製することができるもの 

閲覧若しくは視聴又は複製物の交付 

２ 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、委員会が保有する電子計算機その

他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により

出力することができるもの 

紙その他これに類するものに印字し

、又は印画したものの閲覧又は写し

の交付 

 （費用負担の額） 

第４条 条例第24条第１項の実施機関が定める額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 条例第24条第２項の実施機関が定める方法ごとに実施機関が定める額は、別表第２に定めるとおりとする。 

附 則 

 この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し（日本産業規格Ａ列３

番の大きさまでのものに限る。） 

白黒 １枚につき 10円 

（両面に複写した場合にあっては、20円） 

 カラー １枚につき 40円 

（両面に複写した場合にあっては、80円） 

２ １に掲げる以外の写し  １枚につき 当該写しの作成に要する費用に相当する額 

別表第２（第４条関係） 

方 法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及びＸ6281 １枚につき80円 
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に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能なものであって

、700メガバイトのものに限る。）に複製した複

製物 

２ １に掲げる以外の複製物 当該複製物の作成に要する費用に相当する額 

紙その他これに類する

ものに印字し、又は印

画したものの写しの交

付 

１ 乾式の複写機による写し（日本

産業規格Ａ列３番の大きさまでの

ものに限る。） 

白黒 １枚につき10円（両面に複写した場合にあって

は、20円） 

カラー １枚につき40円（両面に複写した場合にあって

は、80円） 

２ １に掲げる以外の写し 当該写しの作成に要する費用に相当する額 
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岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則案の修正について 

１ 修正の経緯 

○ 総務室情報公開担当から、歴史公文書の利用に係る手続き（申請の受付や利用相談等）は、各実施

機関を含め、全て総務室所管の公文書センターで一元的に対応したいとの提案があったもの。 

○ 人事委員会事務局の事務負担の軽減や窓口の一元化による利用者の利便性向上の観点から、人事

委員会の歴史公文書の利用手続きについても公文書センターにおいて対応することとし、これに伴

い、先般議決した規則案の修正が必要となったもの。 

２ 修正内容 

（１）目録の作成及び公表の規定を削除すること。（第３条関係）

岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の目録の設置場所が、知事部局と同様、公文書センタ

ーとなり、規則第２条で読めることから、第３条の規定は削除するもの。 

（２）電磁的記録の種別欄の１の記載中「事務局」を「公文書センター」に修正すること（第４条関係） 

公文書センターに設置されている機器により、閲覧や視聴等ができるようにするもの。 
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岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則をここに公布する。 

令和４年 月 日 

岩手県人事委員会 

委員長 渡 辺 正 和 

岩手県人事委員会規則第 号 

岩手県人事委員会が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公文書の管理に関する条例（令和４年岩手県条例第20号。以下「条例」という。）第30条第１項の規定によ

り、岩手県人事委員会（以下「委員会」という。）が保有する歴史公文書の保存、利用、廃棄等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（歴史公文書の保存、利用、廃棄等） 

第２条 委員会における歴史公文書の保存、利用、廃棄等については、この規則に定めるもののほか、知事が保有する歴史公文書

の保存、利用、廃棄等に関する規則（令和４年岩手県規則第 号）の規定の例による。 

（目録の作成及び公表） 

第３条 総括文書管理者は、別に定める様式により、条例第13条第４項の目録（以下「目録」という。）を作成するものとする。 

２ 条例第13条第４項の規定による公表は、目録を岩手県人事委員会事務局（以下「事務局」という。）に備えて一般の閲覧に供

する方法及びインターネットの利用その他の方法により行うものとする。 

 （電磁的記録の利用の方法） 

第３４条 条例第23条第１項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める方法とする。 

電磁的記録の種別 利用の方法 

１ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの（以下「磁気

テープ等」という。）に記録されている電磁的記録で、公文書センター（岩手県知

事部局行政組織規則（平成13年岩手県組織第46号）第76条に規定する公文書センタ

ーをいう。）事務局内に設置されている電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、

若しくは視聴し、又は複製することができるもの 

閲覧若しくは視聴又は複製物の交付 

２ 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、委員会が保有する電子計算機その

他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により

出力することができるもの 

紙その他これに類するものに印字し

、又は印画したものの閲覧又は写し

の交付 

 （費用負担の額） 

第４５条 条例第24条第１項の実施機関が定める額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 条例第24条第２項の実施機関が定める方法ごとに実施機関が定める額は、別表第２に定めるとおりとする。 

附 則 

 この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し（日本産業規格Ａ列３

番の大きさまでのものに限る。） 

白黒 １枚につき 10円 

（両面に複写した場合にあっては、20円） 

カラー １枚につき 40円 

（両面に複写した場合にあっては、80円） 

（参考）修正前規則
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２ １に掲げる以外の写し １枚につき 当該写しの作成に要する費用に相当する額 

別表第２（第５条関係） 

方 法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及びＸ6281

に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能なものであって

、700メガバイトのものに限る。）に複製した複

製物 

１枚につき80円 

２ １に掲げる以外の複製物 当該複製物の作成に要する費用に相当する額 

紙その他これに類する

ものに印字し、又は印

画したものの写しの交

付 

１ 乾式の複写機による写し（日本

産業規格Ａ列３番の大きさまでの

ものに限る。） 

白黒 １枚につき10円（両面に複写した場合にあっ

ては、20円） 

カラー １枚につき40円（両面に複写した場合にあっ

ては、80円） 

２ １に掲げる以外の写し 当該写しの作成に要する費用に相当する額 
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